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武庫川ダム建設事業における環境影響評価について 

 
 
１ 対象事業（武庫川ダム建設事業）と手続き 

 
事業の名称 事業者 事業位置 規  模 手続き 
武庫川ダム

建設事業 
河川管理者（兵

庫県知事） 
西宮市塩瀬町地

先、宝塚市川面

地先 

湛水面積 
５４ha 

・環境影響評価

に関する条

例 
「ダムまたは

堰の建設」 
 
 
２ これまでの環境影響評価（概要書の審査）の手続きの状況 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   ※ 環境影響評価の手続きの流れは、別紙５を参照 
 

Ｈ１１．１２．２２ 
「環境影響評価概要書」の提出（事業者から知事へ） 

Ｈ１２．１．１１～２．９ 
概要書の縦覧、住民意見書の募集 

Ｈ１２．１．１７ 
諮問（環境影響評価審査会へ） 

Ｈ１２．２．２１～４．１９ 
武庫川ダム小委員会を開催（４回） 

Ｈ１２．５．２ 
答申（環境影響評価審査会から） 

Ｈ１２．５．９ 
審査意見の送付（知事から事業者へ） 

住民意見書に対する第１次

見解書（別紙１） 

環境影響評価審査会答申の

記者発表資料（別紙３） 

知事の審査意見書（別紙４）

概要書に対する西宮市、宝塚

市の意見（別紙２） 
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３ 環境影響評価（概要書の審査意見）を踏まえた県の取り組み 

  【環境影響評価概要書に対する審査意見（全般的事項）】 
   
 
 
    
 
 
                    （要望等） 
 
 
 
 
  （Ｈ１２．９．２９） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（治水対策検討における県の基本姿勢） 

 武庫川の河川整備基本方針は、流域の皆さんといっしょに、ゼロベースから検討します。 

   ①治水安全度や降雨解析の段階から情報を公開し、様々な方々の意見を聴いてい 
きます。 

   ②検討の結果、基本高水を変更することもあり得ます。 
   ③流域全体で考えられる様々な治水対策案について検討を行います。 
   ④ダムについては、ダムのある場合、ない場合の両方について幅広い角度から様 

々な方々の意見を聴き、その必要性について検討を行います。 
   ⑤武庫川の河川整備基本方針の検討には、地域の方々、河川工学や環境等において 

学識を有する方々の意見を聴いていきます。 
   ⑥実際にどのようにして意見を聴いていくかといった河川整備基本方針検討の枠組 

みづくりから地域の方々等の意見を聴いていきます。  
 
 
（参考資料） 
 １ 平成 10年 12月 8日 「公共事業（国庫補助）の再評価に関する意見について」 

（事業評価監視委員会） 
 ２ 平成 15年 12月 19日 「公共事業審査会の審査結果について」（公共事業等審査会） 

①今後の流域の治水のあり方も含め事業計画を総合的な観点から検討すること。 
②ダムの位置や規模の妥当性、洪水時におけるダムの効果を明記するとともに、他の

代替案との比較検討経過をできる限り定量的に明らかにすること。 
③武庫川流域の河川整備に関して地域住民とのコミュニケーションを重ねる努力を

すること。 

県議会で知事が武庫川の治水検討に係る新たな取り組みを表明 

 武庫川の治水対策について、新河川法に基づく河川整備基本方針の策定段階から学識

経験者による治水計画の更なる検討、きめ細かな行政と地元の意見交換会の実施など、

武庫川の治水対策に対する合意形成の新たな取り組みを行い、遊水地や雨水の貯留、浸

透等の流域での対応も含めた総合的な治水対策の検討を進めます。 

・市民の価値観の多様化や参加意識の高揚 
・事業の進め方、治水計画、環境対策への様々な意見 
・沿川４市からの要望（地域住民とのきめ細やかな協

議、環境対策への配慮、総合的な幅広い取り組み） 
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別紙 ５ 

別紙１ 
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参考資料 １ 

（抜  粋） 
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平成１５年１２月１９日 
兵庫県知事 井戸 敏三 様 

公共事業等審査会 
会 長  朝 日 稔 

 
公共事業等審査会の審査結果について 

 
公共事業等審査会（以下「本審査会」という。）は、兵庫県が実施する公共事業等のうち、兵

庫県知事から平成１５年６月１８日に審査依頼を受けた対象事業６５件及び平成１５年１１月

１１日に審査依頼を受けた対象事業６件の継続事業、並びに平成１５年９月１９日に審査依頼

を受けた対象事業１件の新規事業の合計７２件について、各委員の様々な意見を踏まえ慎重に

審議を行い、下記のとおり審査結果を取りまとめた。 
事業の実施に当たっては、本審査会の意見を十分に尊重し、効果的で効率的な公共事業の推

進に努められたい。 
 

記 
 
Ⅰ．審査対象事業全体について 

 本審査会では、兵庫県の投資事業評価システムに基づき、継続事業については継続しなけれ

ばならないことを客観的かつ明確に示しているか、社会経済情勢の変化に伴い事業目的に照ら

して投資効果が低くなっていないか等の視点から、また、新規事業については新規着手するこ

との必要性や投資効果の大きさ、環境に及ぼす影響などの幅広い視点から、審議を行った。 

 なお、今年度は平成１０年度に当審査会が設置されてから５年を経過したことから、過去に

再評価した事業の再々評価を行うこととなった。これら事業はこれまで続けてきたからという

惰性で事業継続することがないよう、前回の審査結果を踏まえつつ、改めて投資事業の必要性

や効果等を確認するとともに、投資効率を高め、実施過程の透明性の一層の向上を図るという

原点に立ち戻り審議を行った。 

その結果、継続事業７１件のうち、武庫川ダム建設事業については「調査継続」が妥当、残

り７０件について「継続」することが妥当と判断した。また、新規事業の阪神尼崎駅南地区市

街地再開発事業については「事業着手」が妥当と判断した。 

以下に今回審査対象となった事業全体に関しての意見を記述する。 

１ 今回、「継続」することが妥当と判断した事業の中には、種々の要因により長期化するこ

とがやむを得ないものもあるが、厳しい経済状況のもと、県の財政状況も一段と厳しさを増

す中で、今一度その施設の整備によって得られる効果と必要性を見つめ直し、より緊急度の

高い事業への集中投資を行うなど、早期効果発現に向け、一層効率的・効果的な事業執行に

努められたい。 

２ 平成１０年度の再評価時点から５年間で事業費の増大している事業が多く見られた。税を

使うことに対する感覚をより敏感にし、事前の調査や地域住民との合意形成を十分に行うと

ともに、今後も事業費削減に努められたい。 

参考資料 ２ 

（抜  粋） 



 89 

３ 事後評価は、同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直し等に不可欠なもので

あり、審査時に用いた推計値と実績の比較、過去の投資効果の検証が行えるような評価シス

テムの導入を検討されたい。 

４ 費用便益分析を基本とする投資効果予測については、より客観的で、わかりやすいものへ

改善し、県民へのアカウンタビリティ向上が図られるように努めるとともに、整備される施

設の環境改善、環境負荷の価値についても加味できるような手法を研究されたい。 

５ 評価の対象となった事業には総事業費が１００億円を超える大規模な公共事業が多く、そ

の実施に伴う周辺の環境・景観に与える影響も広範囲に及ぶため、事業実施に当たっては、

広く住民や学識経験者の意見を聴き、反映させるなど環境・景観への配慮を十分に行われた

い。 

６ 行財政構造改革に基づく組織再編を行うなど部局の枠を越えた連携強化に対する兵庫県の

取り組みが進んでいることは評価に値する。今後とも、治水と森林整備のような関連する施

策相互のさらなる連携強化を図り、計画の一貫性を確保されたい。同時に、県全体で進めら

れているソフト面を含めた各施策の総合的な取り組みの状況と、その考え方が県民に示され

るよう引き続き努められたい。 

７ 国のいわゆる三位一体の改革に伴い、地方への税源移譲等が進めば県が実施する公共事業 

に対する県民の見方は厳しさを増す。今後も県民に対して納得のできる説明に努められたい。 
 
Ⅱ．個別の事業について 
 
（３８）武庫川ダム建設事業（宝塚市、西宮市） 
本事業については、平成１０年度の再評価の際に本審査会が「地域住民を含めた対話行政を

進めるよう努力すべき」という意見を付した。 

 その後の社会情勢の変化等も踏まえ、河川整備基本方針、河川整備計画の策定を目指した「（仮

称）武庫川委員会」において、地域住民や学識経験者も交えダムの必要性の有無も含め幅広い

角度から検討するなど、総合的な治水対策についてゼロベースからの検討を行うこととなって

いる。   

 ついては、「河川整備基本方針、河川整備計画の策定に必要な調査に限定して継続」とする

原案は妥当である。 
 
 
 
 
 
 
 
 




